
5 

 

別紙１（仕様書第１１関係）  

 

個人情報取扱注意事項 

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取扱

う際には、個人の権利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報

を他に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知

り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。  

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また

同様とする。  

第３ 受託者は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の

防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。 

第４ 受託者は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定め、別添１

「個人情報管理責任者報告書」により委託者に報告しなければならない。 

２ 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必

要な指導を行う。  

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の

役員・従業員（以下「使用者」という。）を管理責任者の監督の下で従事さ

せるものとする。  

２ 受託者は、使用者に対して、第２の秘密保持について徹底して指導しなけ

ればならない。  

３ 受託者は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければなら

ない。  

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供

された個人情報が記載された 資料等を、この契約による業務以外の目的で
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複写し、又は複製をしてはならない。  

第７ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供

された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。  

第８ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供

された個人情報が記載された 資料等（複写、複製したものを含む。）を業務

完了後速やかに委託者に返還又は消去するものとする。ただし、委託者が別

に指示したときは、その方法によるものとする。  

第９ 委託者は、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、

個人情報保護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。  

第 10 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるお

それのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に

従うものとする。  

第 11 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたとき

は、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、

委託者と受託者が協議の上、別に定める。 
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 （別添１） 

 

個人情報管理責任者報告書 

 

令和  年   月   日 

 

王寺町長 平 井 康 之  様 

 

所在地 

法人名 

代表者職・氏名 

 

令和  年   月   日付けで委託契約した「女性デジタル人材育成事

業業務委託」により取り扱う個人情報の管理責任者 を下記のとおり定めまし

たので報告します。  

 

記 

 

管理責任者                  


